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（別紙） 

登録価格の算定根拠 

第１ 平成２７年度登録価格 

１ 本件各土地１－１ 

(1) 画地認定 5 

ア Ｔ１部分及びＴ３部分並びにα町４土地の東端部分は，３筆にまたがる

宅地であるものの，α町東側住宅の敷地及び同敷地に通ずる通路（本件通

路）として一体を成していると認められたから，これを一画地とした（以

下，年度にかかわらず，α町東側住宅の敷地を含む画地を「α町東側住宅

画地」という。）。 10 

イ Ｔ２部分及びＴ４部分とα町３土地の東側部分及びα町４土地の西側部

分（以下，併せて「α町駐車場出入口」という。）とは，４筆にまたがる

宅地であるものの，駐車場として一体を成していると認められたから，こ

れを一画地とした（以下，年度にかかわらず，α町駐車場の敷地を含む画

地を「α町駐車場画地」という。）。 15 

ウ Ｔ５土地及びＴ６土地は，２筆にまたがる宅地であるものの，α町中央

住宅の敷地として一体を成していると認められたから，これを一画地とし

た。 

(2) 地積認定 

別紙物件目録１－１課税地積欄記載のとおり地積を認定した。 20 

なお，現況の地積については，地積測量図を基にした現地での実測，高槻

市固定資産管理システム（以下「本件システム」という。）を活用した計測

等から，対象となる土地に適した方法により算出したものであるが，本件で

争点となっているＴ１部分及びＴ２部分の地積認定の根拠は，以下のとおり

である。 25 

ア α町１土地の登記地積（登記簿に登記されている地積）は５１９㎡であ
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るのに対し，本件システムを用いた現況の地積は６１２㎡である（乙１２）。

このように，同土地の現況の地積は，登記地積よりも大きいと認められる

ものの，その差は登記地積によることが著しく不適当であるとまでは認め

られないから，同土地の評価は登記地積によることとした（評価基準第１

章第１節二参照）。 5 

イ Ｔ１部分（α町１土地のうちα町東側住宅の敷地部分）の地積は，以下

のとおり，同土地の現況の地積がα町１土地の現況の地積（６１２㎡）に

占める割合を算出し，同土地の登記地積（５１９㎡）に上記割合を乗ずる

ことによって算出した。 

(ｱ) Ｔ１部分はα町東側住宅の敷地から，同敷地のうちα町２土地に係る10 

部分を控除した部分であるところ，実測図（乙１６）によれば同敷地（同

実測図の「Ⅱの土地」）の地積は２５２．６８㎡であり，求積図（甲２

３・乙１７）によればそのうちα町２土地に係る部分の地積は５．８０

㎡であるから，Ｔ１部分の現況の地積は２４６．８８㎡である。 

(ｲ) そうすると，上記の割合は２４６．８８／６１２となり，Ｔ１部分の15 

地積は２０９㎡となる。 

（計算式）519 ㎡ × 246.88／612 ≒ 209 ㎡ 

ウ Ｔ２部分の地積は，α町１土地の地積（５１９㎡）からＴ１部分の地積

（２０９㎡）を控除した３１０㎡である。 

(3) 本件各土地１－１の評価額の算出 20 

ア 標準宅地の選定及び路線価の付設 

(ｱ) 本件各土地１－１は，併用住宅地区に区分され，同地区のうち，本件

各土地１－１の所在する状況が類似する地域について選定された標準宅

地の沿接する主要な街路の平成２７年度の路線価を１６万１０００点と

付設した。 25 

(ｲ) 本件各土地１－１が沿接する街路の路線価は，上記(ｱ)の路線価であ
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る１６万１０００点と付設した。 

イ Ｔ１部分及びＴ３部分の評価額の算出 

(ｱ) 上記(1)アの画地は不整形地に該当するところ，その現況の地積は約

２８０㎡，間口は２ｍ，想定整形地の奥行距離は３１ｍ，蔭地割合は約

４５％であることから，以下のとおり，不整形地の評点算出法を適用し5 

た。 

ａ 不整形地補正率（蔭地割合方式による）（取扱要領別表８） 

０．８７（併用住宅地区，地積６００㎡以下，蔭地割合５０％未満） 

ｂ 間口狭小補正率（取扱要領別表６） 

０．９０（併用住宅地区，間口４ｍ未満） 10 

ｃ 奥行長大補正率（取扱要領別表７） 

０．９０（奥行距離／間口距離・８以上） 

ｄ 取扱要領別表９の次にある留意点(4)の補正率 ０．７８ 

①間口狭小補正率（０．９），②奥行長大補正率（０．９），③間

口狭小補正率と奥行長大補正率とを乗じた結果の率（０．８１），④15 

間口狭小補正率と不整形地補正率を乗じた結果の率（０．７８）及び

⑤不整形地補正率（０．８７）のうち，補正率の小なる率（下限０．

６０）である０．７８が，不整形地としての補正率となる。 

(ｲ) また，上記画地の中には都市計画施設の予定地が含まれていることか

ら（割合は５％未満），公法上の影響補正率（取扱要領別表２４）を０．20 

９８とした。 

(ｳ) 単位地積当たりの評点数の算出 

以上により，上記画地の単位地積当たりの評点数を１２万３０６８点

とした。 

（計算式）161,000 点 × 0.78 × 0.98 ＝ 123,068 点 25 

(ｴ) Ｔ１部分及びＴ３部分の評点数及び評価額（評点数１点当たり１円） 
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したがって，上記評点数にＴ１部分及びＴ３部分の地積を乗じて，そ

の評価額を，以下のとおり，算出した。 

ａ Ｔ１部分 ２５７２万１２１２円 

（計算式） 123.068 × 209 ㎡ × 1.0 ＝ 25,721,212 

ｂ Ｔ３部分 ２６４万９６５４円 5 

（計算式） 123.068 × 21.53 ㎡ × 1.0 ＝ 2,649,654 

ウ Ｔ２部分及びＴ４部分の評価額の算出 

(ｱ) 上記(1)イの画地の奥行距離は３５．５ｍであることから，奥行価格補

正率（取扱要領別表１）を０．９８（併用住宅地区，奥行距離３２ｍ以

上３６ｍ未満）とした。 10 

(ｲ) 上記(1)イの画地は不整形地に該当するところ，その現況の地積は約

６０５㎡，間口は５ｍ，想定整形地の奥行距離は３５．５ｍ，蔭地割合

は約５５％であることから，以下のとおり，不整形地の評点算出法を適

用した。 

なお，不整形補正率表の適用に当たっては，Ｔ２部分及びＴ４部分に15 

限れば，その現況の地積の合計は６００㎡以下であることなどから，６

００㎡以下の補正率を適用した。 

ａ 不整形地補正率（蔭地割合方式による）（取扱要領別表８） 

０．８０（併用住宅地区，地積６００㎡以下，蔭地割合６０％未満） 

ｂ 間口狭小補正率（取扱要領別表６） 20 

０．９７（併用住宅地区，間口４ｍ以上６ｍ未満） 

ｃ 奥行長大補正率（取扱要領別表７） 

０．９２（奥行距離／間口距離・７以上８未満） 

ｄ 取扱要領別表９の次にある留意点(4)の補正率 ０．７７ 

①間口狭小補正率（０．９７），②奥行長大補正率（０．９２），25 

③間口狭小補正率と奥行長大補正率とを乗じた結果の率（０．８９），
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④間口狭小補正率と不整形地補正率を乗じた結果の率（０．７７）及

び⑤不整形地補正率（０．８０）のうち，補正率の小なる率（下限０．

６０）である０．７７が，不整形地としての補正率となる。 

(ｳ) また，上記画地の中には都市計画施設の予定地が含まれていることか

ら（割合は１０％以上２０％未満），公法上の影響補正率（取扱要領別5 

表２４）を０．９５とした。 

(ｴ) 単位地積当たりの評点数の算出 

以上により，上記画地の単位地積当たりの評点数を１１万５４１５点

とした。 

（計算式）161,000 点 × 0.98 × 0.77 × 0.95 ＝ 115,415 点 10 

(ｵ) Ｔ２部分及びＴ４部分の評点数及び評価額（評点数１点当たり１円） 

したがって，上記評点数にＴ２部分及びＴ４部分の地積を乗じて，そ

の評価額を，以下のとおり，算出した。 

ａ Ｔ２部分 ３５７７万８６５０円 

（計算式） 115,415 × 310 ㎡ × 1.0 ＝ 35,778,650 15 

ｂ Ｔ４部分 １４１０万８３２９円 

（計算式） 115,415 × 122.24 ㎡ × 1.0 ＝ 14,108,329 

エ Ｔ５部分及びＴ６部分の評価額の算出 

(ｱ) 上記(1)ウの画地の中には都市計画施設の予定地が含まれていること

から（割合は６５％以上８０％未満），公法上の影響補正率（取扱要領20 

別表２４）を０．７５とした。 

(ｲ) 単位地積当たりの評点数の算出 

以上により，上記画地の単位地積当たりの評点数を１２万０７５０点

とした。 

（計算式）161,000 点 × 0.75 ＝ 120,750 点 25 

(ｳ) Ｔ５部分及びＴ６部分の評点数及び評価額（評点数１点当たり１円） 
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したがって，上記評点数にＴ５部分及びＴ６部分の地積を乗じて，そ

の評価額を，以下のとおり，算出した。 

ａ Ｔ５部分 ３７９万８７９５円 

（計算式） 120,750 × 31.46 ㎡ × 1.0 ＝ 3,798,795 

ｂ Ｔ６部分 １２０６万５３４０円 5 

（計算式） 120,750 × 99.92 ㎡ × 1.0 ＝ 12,065,340 

２ 本件各土地２ 

(1) 画地認定 

ア Ａ１土地は，β町１土地の一部であるものの，β町住宅の敷地として利

用され，Ａ２土地と区分されていたから，Ａ１土地を一画地とした。 10 

イ Ａ２土地及びＡ３土地は，二筆の宅地にまたがる宅地であるものの，駐

車場として一体を成していると認められたから，これを一画地とした。 

(2) 地積認定 

別紙物件目録２課税地積欄記載のとおり地積を認定した。 

なお，地積認定の根拠は，以下のとおりである。 15 

ア 本件各土地２の登記地積は合計８６２．１８㎡であるのに対し，本件シ

ステムを用いた現況の地積は８６１．９３㎡である（乙２０）。このよう

に，上記各土地の登記地積は現況の地積と概ね一致していることから，同

土地の評価は登記地積によることとした（評価基準第１章第１節二参照）。 

イ Ａ１部分の地積は，同土地の現況の地積がβ町１土地の現況の地積に占20 

める割合を算出し，同土地の登記地積（６５７．８５㎡）に同割合を乗ず

ることによって算出することになるが，上記のとおり，現況の地積と登記

地積がほぼ同一であるため，現況の地積によるものとし，Ａ１部分の地積

を，本件システムを用いた現況の地積である５７．８５㎡とした（乙２３）。 

ウ Ａ２部分の地積は，β町１土地の登記地積６５７．８５㎡からＡ１部分25 

の地積５７．８５㎡を控除した６００㎡である。 
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エ Ａ３部分の地積は，β町２土地の登記地積である２０４．３３㎡である。 

(3) 本件各土地２の評価額の算出 

ア 標準宅地の選定及び路線価の付設 

(ｱ) 本件各土地２は，普通住宅地区に区分され，同地区のうち，本件各土

地２の所在する状況が類似する地域について選定された標準宅地の沿接5 

する主要な街路の平成２７年度の路線価を１１万４０００点と付設し

た。 

(ｲ) 本件各土地２が沿接する街路の正面路線価（東側市道の路線価）につ

いては，同街路に沿接する宅地と上記標準宅地との間における街区の状

況等の相違を総合的に考慮して１２万１０００点と付設し，二方路線価10 

（南側市道の路線価）については，９万５３００点と付設した。 

イ Ａ１部分の評価額の算出 

(ｱ) Ａ１部分の画地の間口は５．５ｍであることから，間口狭小補正率（取

扱要領別表６）を０．９４とした。 

(ｲ) 単位地積当たりの評点数の算出 15 

以上により，上記画地の単位地積当たりの評点数を１１万３７４０点

とした。 

（計算式）121,000 点 × 0.94 ＝ 113,740 点 

(ｳ) Ａ１部分の評点数及び評価額（評点数１点当たり１円） 

したがって，上記評点数にＡ１部分の地積を乗じて，その評価額を，20 

６５７万９８５９円と算出した。 

（計算式） 113,740 × 57.85 ㎡ × 1.0 ＝ 6,579,859 

ウ Ａ２部分及びＡ３部分の評価額の算出 

(ｱ) 上記(1)イの画地の奥行距離は３２ｍであることから，奥行価格補正

率（取扱要領別表１）を０．９６（普通住宅地区，奥行距離３２ｍ以上25 

３６ｍ未満）とした。 
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(ｲ) 上記(1)イの画地は二方路線地であり，二方路線の奥行距離が３２ｍ

となることから，二方路線の奥行価格補正率を０．９６とし，二方路線

影響加算率（取扱要領別表４）を０．０１とした。 

(ｳ) 上記(1)イの画地は不整形地に該当するところ，その地積は約８０４

㎡，蔭地割合は約３７％であることから，不整形地補正率（蔭地割合方5 

式による）（取扱要領別表８）を０．９４（普通住宅地区，地積６００

㎡を超え２５００㎡以下，蔭地割合４０％未満）とした。 

(ｴ) 単位地積当たりの評点数の算出 

以上により，上記画地の単位地積当たりの評点数を，以下のとおり，

算出した。 10 

ａ 正面路線価 １１万６１６０点 

(計算式) 121,000 点 × 0.96 ＝ 116,160 点 

ｂ 二方路線価影響加算 ９１４点 

(計算式) 95,300 × 0.96 × 0.01 ＝ 914 点 

ｃ 評点数 １１万００４９点 15 

 (計算式) (116,160 ＋ 914) × 0.94 ＝ 110,049 点 

(ｵ) Ａ２部分及びＡ３部分の評点数及び評価額（評点数１点当たり１円） 

したがって，上記評点数にＡ２部分及びＡ３部分の地積を乗じて，そ

の評価額を，以下のとおり，算出した。 

ａ Ａ２部分 ６６０２万９４００円 20 

（計算式） 110,049 × 600 ㎡ × 1.0 ＝ 66,029,400 

ｂ Ａ３部分 ２２４８万６３１２円 

（計算式） 110,049 × 204.33 ㎡ × 1.0 ＝ 22,486,312 

第２ 平成２８年度登録価格 

１ 本件各土地１－２ 25 

(1) 画地認定 
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ア 平成２７年度と同様に，Ｔ１部分及びＴ３部分並びにα町４土地の東端

部分を一画地とした。 

イ Ｔ２部分，Ｔ７部分及びα町駐車場出入口を一画地とした。 

(2) 地積認定 

別紙物件目録１－２課税地積欄記載のとおり地積を認定した。 5 

(3) 本件各土地１－２の評価額の算出 

ア 標準宅地の選定及び路線価の付設 

(ｱ) 本件各土地１－２は，併用住宅地区に区分され，同地区のうち，本件

各土地１－２の所在する状況が類似する地域について選定された標準宅

地の沿接する主要な街路の平成２７年度の路線価を１６万１０００点と10 

付設した。 

(ｲ) 本件各土地１－２が沿接する街路の路線価は，上記(ｱ)の路線価であ

る１６万１０００点と付設した。 

イ Ｔ１部分及びＴ３部分の評価額の算出 

平成２８年度は第二年度に該当し，Ｔ１部分及びＴ２部分の評価額は，15 

地方税法３４９条２項本文により，以下のとおり，基準年度（平成２７年

度）の価格のまま据え置いた。 

(ｱ) Ｔ１部分 ２５７２万１２１２円 

(ｲ) Ｔ３部分 ２６４万９６５４円 

ウ Ｔ２部分及びＴ７部分の評価額の算出 20 

Ｔ２部分及びＴ７部分については，地方税法３４９条２項ただし書によ

り，価格の見直しを行った。 

(ｱ) 上記(1)イの画地の奥行距離は３５．５ｍであることから，奥行価格補

正率（取扱要領別表１）を０．９８（併用住宅地区，奥行距離３２ｍ以

上３６ｍ未満）とした。 25 

(ｲ) 上記(1)イの画地は不整形地に該当するところ，その地積は約６３６
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㎡，間口は５ｍ，想定整形地の奥行距離は３５．５ｍ，蔭地割合は約５

３％であることから，以下のとおり，不整形地の評点算出法を適用した。 

なお，不整形補正率表の適用に当たっては，Ｔ２部分及びＴ７部分の

地積の合計は６００㎡以下であることなどから，６００㎡以下の補正率

を適用した。 5 

ａ 不整形地補正率（蔭地割合方式による）（取扱要領別表８） 

０．８０（併用住宅地区，地積６００㎡以下，蔭地割合６０％未満） 

ｂ 間口狭小補正率（取扱要領別表６） 

０．９７（併用住宅地区，間口４ｍ以上６ｍ未満） 

ｃ 奥行長大補正率（取扱要領別表７） 10 

０．９２（奥行距離／間口距離・７以上８未満） 

ｄ 取扱要領別表９の次にある留意点(4)の補正率 ０．７７ 

①間口狭小補正率（０．９７），②奥行長大補正率（０．９２），

③間口狭小補正率と奥行長大補正率とを乗じた結果の率（０．８９），

④間口狭小補正率と不整形地補正率を乗じた結果の率（０．７７）及15 

び⑤不整形地補正率（０．８０）のうち，補正率の小なる率（下限０．

６０）である０．７７が，不整形地としての補正率となる。 

(ｳ) また，上記画地の中には都市計画施設の予定地が含まれていることか

ら（割合は１０％以上２０％未満），公法上の影響補正率（取扱要領別

表２４）を０．９５とした。 20 

(ｴ) 単位地積当たりの評点数の算出 

以上により，上記画地の単位地積当たりの評点数を１１万５４１５点

とした。 

（計算式）161,000 点 × 0.98 × 0.77 × 0.95 ＝ 115,415 点 

(ｵ) Ｔ２部分及びＴ４部分の評点数及び評価額（評点数１点当たり１円） 25 

したがって，上記評点数にＴ２部分及びＴ４部分の地積を乗じて，そ



 

- 96 - 

 

の評価額を，以下のとおり，算出した。 

ａ Ｔ２部分 ３５７７万８６５０円 

（計算式） 115,415 × 310 ㎡ × 1.0 ＝ 35,778,650 

ｂ Ｔ７部分 １７７３万９２８５円 

（計算式） 115,415 × 153.70 ㎡ × 1.0 ＝ 17,739,285 5 

２ 本件各土地２ 

(1) 画地認定 

平成２７年度と同様である。 

(2) 地積認定 

別紙物件目録２課税地積欄記載のとおり地積を認定した。 10 

(3) 本件各土地２の評価額の算出 

ア 標準宅地の選定及び路線価の付設 

(ｱ) 本件各土地２は，普通住宅地区に区分され，同地区のうち，本件各土

地２の所在する状況が類似する地域について選定された標準宅地の沿接

する主要な街路の平成２７年度の路線価を１１万４０００点と付設し15 

た。 

(ｲ) 本件各土地２が沿接する街路の正面路線価については，同街路に沿接

する宅地と上記標準宅地との間における街区の状況等の相違を総合的に

考慮して１２万１０００点と付設し，二方路線価については，９万５３

００点と付設した。 20 

イ 本件各土地２の評価額の算出 

平成２８年度は第二年度に該当し，本件各土地２の評価額は，地方税法

３４９条２項本文により，以下のとおり，基準年度（平成２７年度）の価

格のまま据え置いた。 

(ｱ) Ａ１部分 ６５７万９８５９円 25 

(ｲ) Ａ２部分 ６６０２万９４００円 
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(ｳ) Ａ３部分 ２２４８万６３１２円 

第３ 平成２９年度登録価格 

１ 本件各土地１－２ 

(1) 画地認定 

ア Ｔ１部分及びＴ３部分を一画地とした。 5 

イ Ｔ２部分及びＴ７部分を一画地とした。 

(2) 地積認定 

別紙物件目録１－２課税地積欄記載のとおり地積を認定した。 

(3) 本件各土地１－２の評価額の算出 

ア 標準宅地の選定及び路線価の付設 10 

(ｱ) 本件各土地１－２は，併用住宅地区に区分され，同地区のうち，本件

各土地１－２の所在する状況が類似する地域について選定された標準宅

地の沿接する主要な街路の平成２７年度の路線価を１６万１０００点と

付設した。 

(ｲ) 本件各土地１－２が沿接する街路の路線価は，上記(ｱ)の路線価であ15 

る１６万１０００点と付設した。 

イ Ｔ１部分及びＴ３部分の評価額の算出 

Ｔ１部分及びＴ３部分については，地方税法３４９条３項ただし書によ

り，以下のとおり，価格の見直しを行った。 

(ｱ) 上記(1)アの画地は不整形地に該当するところ，その現況地積は２６20 

８．４１㎡，間口は２ｍ，想定整形地の奥行距離は２５．５ｍ，蔭地割

合は約３０．４％であることから，以下のとおり，不整形地の評点算出

法を適用した。 

ａ 不整形地補正率（蔭地割合方式による）（取扱要領別表８） 

０．９２（併用住宅地区，地積６００㎡以下，蔭地割合４０％未満） 25 

ｂ 間口狭小補正率（取扱要領別表６） 
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０．９０（併用住宅地区，間口４ｍ未満） 

ｃ 奥行長大補正率（取扱要領別表７） 

０．９０（奥行距離／間口距離・８以上） 

ｄ 取扱要領別表９の次にある留意点(4)の補正率 ０．７８ 

①間口狭小補正率（０．９），②奥行長大補正率（０．９），③間5 

口狭小補正率と奥行長大補正率とを乗じた結果の率（０．８１），④

間口狭小補正率と不整形地補正率を乗じた結果の率（０．８２）及び

⑤不整形地補正率（０．９２）のうち，補正率の小なる率（下限０．

６０）である０．８１が，不整形地としての補正率となる。 

(ｲ) 単位地積当たりの評点数の算出 10 

以上により，上記画地の単位地積当たりの評点数を１３万０４１０点

とした。 

（計算式）161,000 点 × 0.81 ＝ 130,410 点 

(ｳ) Ｔ１部分及びＴ３部分の評点数及び評価額（評点数１点当たり１円） 

したがって，上記評点数にＴ１部分及びＴ３部分の地積を乗じて，そ15 

の評価額を，以下のとおり，算出した。 

ａ Ｔ１部分 ２７２５万５６９０円 

（計算式） 130,410 × 209 ㎡ × 1.0 ＝ 27,255,690 

ｂ Ｔ３部分 ２８０万７７２７円 

（計算式） 130,410 × 21.53 ㎡ × 1.0 ＝ 2,807,727 20 

ウ Ｔ２部分及びＴ７部分の評価額の算出 

Ｔ２部分及びＴ７部分については，地方税法３４９条３項ただし書によ

り，以下のとおり，価格の見直しを行った。 

(ｱ) 上記(1)イの画地は不整形地に該当するところ，その現況地積は約９

８６㎡，蔭地割合は約４７％であることから，不整形地補正率（蔭地割25 

合方式による）（取扱要領別表８）を０．８７（併用住宅地区，登記地
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積６００㎡以下，蔭地割合５０％未満）とした。 

(ｲ) 単位地積当たりの評点数の算出 

以上により，上記画地の単位地積当たりの評点数を１４万００７０点

とした。 

（計算式）161,000 点 × 0.87 ＝ 140,070 点 5 

(ｳ) Ｔ２部分及びＴ７部分の評点数及び評価額（評点数１点当たり１円） 

したがって，上記評点数にＴ２部分及びＴ７部分の地積を乗じて，そ

の評価額を，以下のとおり，算出した。 

ａ Ｔ２部分 ４３４２万１７００円 

（計算式） 140,070 × 310 ㎡ × 1.0 ＝ 43,421,700 10 

ｂ Ｔ７部分 ２１５２万８７５９円 

（計算式） 140,070 × 153.70 ㎡ × 1.0 ＝ 21,528,759 

２ 本件各土地２ 

(1) 画地認定 

平成２７年度と同様である。 15 

(2) 地積認定 

別紙物件目録２課税地積欄記載のとおり地積を認定した。 

(3) 本件各土地２の評価額の算出 

ア 標準宅地の選定及び路線価の付設 

(ｱ) 本件各土地２は，普通住宅地区に区分され，同地区のうち，本件各土20 

地２の所在する状況が類似する地域について選定された標準宅地の沿接

する主要な街路の平成２７年度の路線価を１１万４０００点と付設し

た。 

(ｲ) 本件各土地２が沿接する街路の正面路線価については，同街路に沿接

する宅地と上記標準宅地との間における街区の状況等の相違を総合的に25 

考慮して１２万１０００点と付設し，二方路線価については，９万５３
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００点と付設した。 

イ 本件各土地２の評価額の算出 

平成２９年度は第三年度に該当し，本件各土地２の評価額は，地方税法

３４９条３項本文により，以下のとおり，基準年度（平成２７年度）の価

格のまま据え置いた。 5 

(ｱ) Ａ１部分 ６５７万９８５９円 

(ｲ) Ａ２部分 ６６０２万９４００円 

(ｳ) Ａ３部分 ２２４８万６３１２円 

 


